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「インドネシア：首都圏のインフラ整備が加速する見込み」 

- 首都圏投資促進特別地域（MPA）構想 - 

                                                        三菱東京ＵＦＪ銀行

国際企画部ＣＩＢグループ 

【概要】昨年 12 月に日本・インドネシアの両国政府が協力覚書に署名した「首都圏投資促進地域（MPA）構想」の実

現により、ジャカルタ首都圏におけるインフラは 2020 年に向けて大いに改善する見込みになっている。 

 2010 年 12 月 10 日、日本・インドネシアの両国政府は「首都圏投資促進地域（MPA）構想」に関す

る協力覚書に署名した。 

本構想では、日本企業の投資ニーズの高いジャカルタ首都圏の「インフラ整備」と「制度面での投

資環境改善」を行う。 

ジャカルタ首都圏のインフラ整備は、1.港湾、道路、空港インフラ、2.工業団地の改善、3.大規模

都市交通、4.上下水道・廃棄物処理、5.洪水制御等の計画を両国の協力のもと進めていく。本インフ

ラ整備に要する総投資額は 2兆円規模になる見込みである。今後のスケジュールは、以下の通り。 

1. 2011 年第 1四半期に国際協力機構（JICA）によりマスタープランの入札公示 

2. 2012 年第 2四半期中にマスタープラン策定完了 

3. 2013 年からインフラ整備のうち早期実施事業から随時開始 

4. 2020 年にインフラ整備完了 

本構想実現によりジャカルタ首都圏のインフラは 2020 年に向けて大いに改善する見込みである。 

 なお、2010 年 1 月、日イ両国政府は、インドネシアの 6つの経済回廊を中心に、産業振興とイン

フラ整備を総合的に進める「インドネシア経済回廊」推進で合意している。これは、回廊毎に特定さ

れた重点産業の振興と、インフラ（道路、鉄道、港湾、発電所等）の PPP による整備を総合的に推進

するもの。今回の「首都圏投資促進地域（MPA）構想」では、このエリアの中でも日系企業の投資ニ

ーズの高いジャカルタ首都圏にフォーカスしていることから日系企業へのメリットが大きくなる。 

 

 
（出所）経済産業省資料 
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《インドネシア関連レポート》  

AREA Report 152「インドネシア投資環境レポート～パート 1：ジャカルタ、スラバヤ、スマラン編～」2008

年 2 月 13 日 

AREA Report 164「インドネシア投資環境レポート～パート 2：バタム編～」2008 年 5 月 15 日 

No.234「インドネシア投資環境レポート～パート 3：ジャカルタの東部編～」2010 年 8 月 30 日 

No.235「インドネシア投資環境レポート～パート 4：ジャカルタの西部、北部編～」2010 年 8 月 30 日 

No.236「ジャカルタ周辺の工業団地一覧」2010 年 8月 30 日 

No.245「インドネシア：ジャカルタ特別州、最低賃金引き上げ」2010 年 12 月 6日 
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弊行が契約している指定紛争解決機関 全国銀行協会 

連絡先 全国銀行協会相談室 0570-017109、03-5252-3772 

受付時間／月～金曜日 9：00～17：00(祝日・12/31～1/3 等を除く) 

 

 


